
保
護
司
の
皆
様
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者

の
皆
様
方
に
は
、
日
頃
よ
り
、
更
生
保
護
活

動
に
御
尽
力
を
賜
り
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

今
年
も
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
地
域
社
会

の
実
現
に
向
け
、〝
社
会
を
明
る
く
す
る
運

動
〟
～
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち
直
り

を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
～
が
県
内
各
地
で

展
開
さ
れ
ま
す
。

今
年
で
73
回
目
を
迎
え
る
こ
の
運
動
は
、

す
べ
て
の
国
民
が
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
犯

罪
や
非
行
を
し
た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て

理
解
を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て

力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
安
全
で

安
心
な
明
る
い
地
域
社
会
を
築
く
た
め
の
全

国
的
な
運
動
で
す
。

強
調
月
間
の
７
月
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し

た
取
組
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
受
け
て
、
本
県

で
も
県
公
式
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
活
用
す
る
な
ど
、

積
極
的
に
広
報
活
動
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

さ
て
、
国
で
は
、
令
和
５
年
３
月
に
、 

第
二
次
再
犯
防
止
推
進
計
画
が
策
定
さ
れ
、

対
象
者
の
主
体
性
を
尊
重
し
た
息
の
長
い
支

援
や
、
地
域
の
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
拠
点
の

構
築
、
国
・
地
方
公
共
団
体
・
民
間
協
力
者

等
の
連
携
強
化
な
ど
の
方
向
性
が
示
さ
れ
ま

し
た
。

県
で
は
、令
和
元
年
３
月
に
策
定
し
た「
神

奈
川
県
再
犯
防
止
推
進
計
画
」
が
、今
年
度
、

計
画
期
間
の
最
終
年
度
を
迎
え
ま
す
。
国
の

第
二
次
計
画
の
内
容
を
踏
ま
え
る
と
と
も

に
、
こ
れ
ま
で
の
県
の
取
組
を
検
証
し
、
よ

り
一
層
充
実
さ
せ
る
た
め
、
次
期
計
画
の
策

定
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
県
で
は
、
令
和
５
年
４
月
に
、「
神

奈
川
県
当
事
者
目
線
の
障
害
福
祉
推
進
条
例

～
と
も
に
生
き
る
社
会
を
目
指
し
て
～
」
を

施
行
し
ま
し
た
。
地
域
共
生
社
会
の
実
現
に

向
け
て
、
当
事
者
の
目
線
に
立
つ
と
い
う
こ

と
は
、
障
が
い
福
祉
の
み
な
ら
ず
、
全
て
の

分
野
に
必
要
な
こ
と
で
す
。
更
生
保
護
活
動

に
携
わ
る
皆
様
は
、
日
頃
か
ら
、
そ
れ
を
実

践
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
お
力
は
地
域
に
欠
か

せ
ま
せ
ん
。

今
後
と
も
、
県
の
取
組
に
御
理
解
、
御
協

力
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
多
く
の
皆
様
の
参

加
を
得
て
、
本
運
動
が
実
り
多
き
も
の
と
な

り
ま
す
よ
う
祈
念
い
た
し
ま
す
。
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（1）第 234 号 神 奈 川 県 更 生 保 護 令和 ５ 年 ７ 月 １ 日発行




